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議 事 次 第 

 

 

日 時：令和２年１２月１５日（火）１３：３０～ 

場 所：香川県社会福祉総合センター ７階 第１中会議室 

 

 

 

 

   １ 開  会 

 

 

 

   ２ 社会資本総合整備計画等の事後評価の審議 

○ 事後評価の説明及び質疑応答 

 

   ３ 新規事業採択時評価の審議 

      〇 新規事業採択時評価の説明及び質疑応答 

 

 ４ そ の 他 

 

 

 

   ５ 閉  会 
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香川県公共事業評価委員会委員名簿 

（令和２年１２月現在） 

 

 

香川大学 名誉教授                     井原 健雄 

 

香川大学 名誉教授                      白木  渡 

 

（株）人間科学研究所 所長                 池田 弘子 

 

佐藤好美建築工房 主宰                   佐藤 好美 

 

（一社）香川経済同友会 専務理事              大谷 誠一 

 

香川大学創造工学部 教授                  角道 弘文 

 

香川大学創造工学部 教授                  末永 慶寬 

 

 

以上 ７委員（敬称略・順不同） 
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香川県公共事業評価委員会傍聴要領 

 

 

（この要領の目的） 

第１条 この要領は、「審議会等の会議の公開に関する指針(平成10年3月30日策定)」(以下「指針」

という。)に基づき、香川県公共事業評価委員会の会議（以下「会議」という。）を公開する場合

における当該会議の運営上必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は一般傍聴席と報道関係者席とに分ける。 

２ 一般傍聴席は10席とする。ただし、次条第３項ただし書の場合はこの限りでない。 

 

（傍聴の申込み、受付） 

第３条 一般傍聴席で会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻30分前から開催時刻までの間に、

関係の係員に申し出て、備え付けの傍聴受付簿に住所及び氏名を記載し、傍聴の申込みをしなけれ

ばならない。 

２ 前項の申込みの受付は、次条に掲げる者を除き，先着順で行うものとする。 

３ 一般傍聴席で会議を傍聴できる者は、傍聴受付簿に記載した先着10名とする。ただし、会議の議

長が、特に必要があると認めたときは、会議の会場のスペース等を勘案のうえ、一般傍聴席の数を

増加し、当該増加席数に応じ、次順位者から傍聴を認めることができるものとする。 

４ 傍聴人は、会議の議長の指示に従い，会議の会場に入場しなければならない。 

 

（傍聴席へ入場できない者） 

第４条 次に掲げる者は、会議の会場に入場することができない。 

 一 酒気を帯びていると認められる者 

 二 異様な服装をしている者 

 三 きょう器その他危険物と認められる物品を携帯し又は獣類を連れた者 

 四 かさ、のぼり、標識、びら、看板、その他これらに類するものを携帯した者 

 五 その他審議を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者 

 

（傍聴人の遵守事項） 

第５条 傍聴人は、次の事項を守らなければいけない。 

 一 拍手その他公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等審議を妨害しないこと。 

 二 帽子、外とうの類を着用しないこと。 

 三 飲食物を持ち込んで飲食しないこと。 

 四 不作法な姿勢をしないこと。 
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 五 所定の席にて傍聴を行うこと。 

 六 会議の議長の許可なく、会議の模様を撮影し、録音しないこと。 

 七 その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。 

 八 指針第３項ただし書に基づき、会議が非公開とされた場合には、会議の議長の指示に従い、速

  やかに退場すること。 

（会場の秩序維持） 

第６条 傍聴人において前条の規定を守らない者があるときは、会議の議長は、これを注意し、なお

守らないときは退場を命じることができる。 

  附   則 

１ この要領は、平成１９年１１月１日から施行する。 

２ この要領は、平成２４年８月１７日から施行する。 

9



10



11



12



13



14



j=1

l

j=1

m

j=1

n

j=1

p

15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



 

62



令
和

2
年

度
 【

事
後

評
価

】
 対

象
計

画
 総

括
表

令
和

2
年

1
2
月

着
手

年
度

完
了

年
度

1

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

高
速

道
路

IC
等

へ
の

ア
ク

セ
ス

向
上

に
よ

る
地

域
活

性
化

支
援

高
速

道
路

IC
、

鉄
道

新
駅

、
工

業
団

地
へ

の
ア

ク
セ

ス
道

路
の

整
備

を
行

い
、

利
用

者
の

移
動

の
利

便
性

を
図

る
。

香
川

県
7
,3

6
6
 

・
バ

イ
パ

ス
：
3
事

業
・
現

道
拡

幅
：
1事

業
・
交

差
点

改
良

：
1
事

業

高
松

市
他

3
市

町
H

2
8

R
0
2

有
道

路
課

【
資

料
２

参
照

】

2

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

総
合

的
な

浸
水

対
策

の
推

進
(防

災
・
安

全
)緊

急
対

策

集
中

豪
雨

の
多

発
や

住
宅

化
の

進
展

に
伴

う
被

害
リ

ス
ク

の
増

大
に

対
し

、
流

域
が

一
体

と
な

っ
て

総
合

的
な

浸
水

対
策

を
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
水

害
に

強
い

県
を

作
る

と
と

も
に

、
安

全
安

心
な

県
民

生
活

の
確

保
を

図
る

。

香
川

県
7
,1

7
2
 

・
河

川
事

業
（
河

川
改

修
）
　

1
0
河

川
・
河

川
事

業
（
地

震
高

潮
対

策
事

業
）
　

1
河

川
・
ダ

ム
事

業
　

3
ダ

ム
・
道

路
事

業
　

1事
業

（橋
梁

）

県
内

一
円

H
2
8

R
0
2

有
河

川
砂

防
課

【
資

料
３

参
照

】

3

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

総
合

的
な

土
砂

災
害

対
策

の
推

進
（
防

災
・
安

全
）
(重

点
)

人
命

と
財

産
を

守
る

た
め

の
砂

防
施

設
等

の
整

備
(安

心
・
安

全
の

向
上

）
香

川
県

4
,5

2
0
 

・
砂

防
事

業
　

41
箇

所
・
急

傾
斜

地
崩

壊
対

策
事

業
　

1
箇

所
・
総

合
流

域
防

災
事

業
県

内
一

円
H

2
8

R
0
2

有
河

川
砂

防
課

【
資

料
４

参
照

】

4

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

土
砂

災
害

防
止

法
に

基
づ

く
基

礎
調

査
の

推
進

(防
災

・
安

全
)

土
砂

災
害

防
止

法
に

基
づ

く
基

礎
調

査
を

実
施

し
、

土
砂

災
害

が
発

生
す

る
お

そ
れ

の
あ

る
区

域
等

を
明

ら
か

に
す

る
こ

と
で

、
県

民
の

安
心

・
安

全
な

生
活

の
確

保
を

図
る

。
香

川
県

1
0
0
 

急
傾

斜
地

：
1
42

箇
所

土
石

流
　

 ：
1
01

箇
所

地
す

べ
り

 ：
  
 7

箇
所

県
内

一
円

H
2
8

R
0
2

有
河

川
砂

防
課

【
資

料
５

参
照

】

5

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

香
川

県
沿

岸
地

域
に

お
け

る
地

震
・
津

波
に

強
い

海
岸

づ
く
り

(防
災

・
安

全
)

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
な

ど
の

大
規

模
災

害
に

備
え

、
社

会
資

本
の

事
前

防
災

・
減

災
対

策
や

老
朽

化
対

策
等

を
総

合
的

に
実

施
し

、
地

域
の

安
全

の
確

保
及

び
復

興
の

広
域

拠
点

と
な

る
た

め
の

施
設

を
守

る
。

香
川

県
5
,9

2
3
 

・
地

震
津

波
対

策
事

業
：
1
8箇

所
・
老

朽
化

対
策

緊
急

事
業

：8
箇

所
・
浸

食
対

策
事

業
：
1箇

所
県

内
一

円
H

2
8

R
0
2

有
港

湾
課

【
資

料
６

参
照

】

6

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

坂
出

市
に

お
け

る
防

災
・
減

災
対

策
の

推
進

(防
災

・
安

全
)

南
海

ト
ラ

フ
地

震
又

は
そ

の
他

の
大

規
模

地
震

が
想

定
さ

れ
て

い
る

地
域

に
お

け
る

津
波

等
に

よ
る

背
後

地
の

浸
水

面
積

の
低

減
坂

出
市

3
3
2
 

・
地

震
津

波
対

策
事

業
：
1
箇

所
・
長

寿
命

化
計

画
作

成
：
2
港

坂
出

市
H

2
8

R
0
2

有
坂

出
市

【
資

料
７

参
照

】

7
社

会
資

本
総

合
整

備
計

画

安
全

で
安

心
な

都
市

公
園

づ
く
り

(防
災

・
安

全
)

都
市

公
園

の
防

災
対

策
の

実
施

な
ど

に
よ

り
、

安
全

で
安

心
な

都
市

公
園

づ
く
り

の
推

進
を

図
る

。
高

松
市

4
0
 

・
玉

藻
公

園
に

お
け

る
防

災
対

策
：
２

箇
所

高
松

市
H

3
0

R
0
1

無
高

松
市

【
資

料
８

参
照

】

8

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

瀬
戸

内
海

の
水

環
境

を
保

全
す

る
安

全
・
安

心
な

地
域

づ
く
り

生
活

環
境

の
改

善
や

、
公

衆
衛

生
を

向
上

さ
せ

る
こ

と
に

よ
り

、
地

域
の

安
全

・
安

心
を

創
出

す
る

と
と

も
に

、
瀬

戸
内

海
を

は
じ

め
と

し
た

公
共

用
水

域
の

水
環

境
を

保
全

す
る

。

香
川

県
他

1
3
市

町
4
,4

8
3
 

・
汚

水
管

渠
の

新
設

・
処

理
場

の
新

設
お

よ
び

設
備

の
増

設
・
下

水
道

整
備

計
画

策
定

　
な

ど

香
川

県
他

1
3
市

町
H

2
7

R
0
1

無
下

水
道

課
【
資

料
９

参
照

】

9

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
に

備
え

た
下

水
道

施
設

の
地

震
対

策
の

推
進

南
海

ト
ラ

フ
巨

大
地

震
な

ど
の

大
災

害
に

備
え

、
被

害
時

に
お

い
て

も
、

最
低

限
の

機
能

確
保

が
で

き
る

よ
う

地
震

対
策

を
実

施
し

、
住

民
及

び
公

衆
衛

生
の

安
全

安
心

な
地

域
づ

く
り

を
実

現
す

る
。

香
川

県
2
3
0
 

・
管

渠
の

耐
震

化
の

実
施

・
流

域
下

水
道

の
２

処
理

場
の

管
理

棟
耐

震
化

の
実

施
県

内
一

円
H

2
8

R
0
2

無
下

水
道

課
【
資

料
１

０
参

照
】

1
0

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

丸
亀

市
に

お
け

る
浄

化
セ

ン
タ

ー
再

構
築

に
よ

る
安

全
安

心
な

下
水

道
づ

く
り

丸
亀

市
浄

化
セ

ン
タ

ー
の

再
構

築
に

よ
り

下
水

道
施

設
の

安
定

を
図

り
、

地
域

の
安

全
・
安

心
を

創
出

す
る

と
と

も
に

、
瀬

戸
内

海
を

は
じ

め
と

し
た

公
共

用
水

域
の

水
環

境
を

保
全

す
る

。
丸

亀
市

8
,0

3
8
 

・
浄

化
セ

ン
タ

ー
再

構
築

事
業

：
基

本
設

計
、

用
地

取
得

、
実

施
設

計
、

再
構

築
工

事
・
管

渠
新

設
：
5.

3
km

丸
亀

市
H

2
8

R
0
2

有
丸

亀
市

【
資

料
１

１
参

照
】

1
1

地
域

再
生

計
画

豊
か

な
水

環
境

と
と

も
に

創
る

住
み

良
い

ま
ち

づ
く
り

　
三

木
町

は
、

豊
か

な
自

然
と

流
通

の
利

便
性

を
活

か
し

た
第

１
次

産
業

が
基

幹
産

業
で

あ
り

、
水

稲
の

ほ
か

特
産

品
で

あ
る

イ
チ

ゴ
な

ど
多

彩
な

農
産

物
が

生
産

さ
れ

て
い

る
。

し
か

し
、

本
町

の
汚

水
処

理
施

設
整

備
は

著
し

く
立

ち
遅

れ
て

お
り

、
産

業
と

生
活

を
支

え
て

き
た

河
川

等
の

水
質

悪
化

が
懸

念
さ

れ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

汚
水

処
理

施
設

の
整

備
に

よ
る

生
活

環
境

の
向

上
及

び
豊

か
な

自
然

環
境

の
保

全
は

町
の

最
重

要
課

題
で

あ
り

、
併

せ
て

農
業

の
持

続
的

発
展

、
安

心
し

て
子

育
て

で
き

る
環

境
整

備
を

推
進

す
る

こ
と

に
よ

り
、

町
全

体
の

総
合

的
な

再
生

を
図

り
、

豊
か

な
水

環
境

と
と

も
に

創
る

住
み

良
い

ま
ち

づ
く
り

を
目

指
す

。

三
木

町
6
,1

0
3
 

・
公

共
下

水
道

事
業

（
汚

水
処

理
施

設
）
：
1
施

設
・
公

共
下

水
道

事
業

（
管

路
施

設
）
：
1
0,

2
0
0
ｍ

・
農

業
集

落
排

水
事

業
（
管

路
施

設
）
：1

8
,8

57
ｍ

三
木

町
H

2
6

R
0
1

無
三

木
町

【
資

料
１

２
参

照
】

事
業

実
施

箇
所

計
画

期
間

R
2
以

降
継

続
計

画
策

定
予

定
備

　
考

番
号

計
画

の
名

称
計

画
の

目
標

事
業

主
体

全
　

体
事

業
費

(百
万

円
)

要
素

事
業

の
概

要
摘

要

63



令
和

2
年

度
 【

事
後

評
価

】
 対

象
計

画
 総

括
表

令
和

2
年

1
2
月

着
手

年
度

完
了

年
度

事
業

実
施

箇
所

計
画

期
間

R
2
以

降
継

続
計

画
策

定
予

定
備

　
考

番
号

計
画

の
名

称
計

画
の

目
標

事
業

主
体

全
　

体
事

業
費

(百
万

円
)

要
素

事
業

の
概

要
摘

要

1
2

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

香
川

県
に

お
け

る
安

全
・
安

心
・
快

適
な

住
ま

い
づ

く
り

、
ま

ち
づ

く
り

の
実

現
(第

2
期

)

人
口

が
減

少
に

転
じ

、
高

齢
化

率
、

空
き

家
率

と
も

に
全

国
平

均
を

大
き

く
上

回
っ

て
い

る
状

況
に

あ
る

中
、

地
域

の
防

災
、

衛
生

、
景

観
等

へ
の

悪
影

響
を

未
然

に
防

ぐ
た

め
、

空
き

家
の

有
効

活
用

や
老

朽
化

し
て

危
険

な
空

き
家

の
除

却
を

は
じ

め
と

し
た

空
き

家
対

策
を

促
進

す
る

こ
と

に
よ

り
住

環
境

の
向

上
を

図
る

。
ま

た
、

公
営

住
宅

等
の

既
存

ス
ト

ッ
ク

の
改

修
に

よ
る

居
住

性
及

び
バ

リ
ア

フ
リ

ー
性

の
向

上
、

更
に

は
、

予
防

保
全

的
な

維
持

管
理

を
推

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
ス

ト
ッ

ク
の

長
寿

命
化

を
図

る
。

香
川

県
他

1
5
市

町
3
,8

1
5
 

・
公

営
住

宅
等

ス
ト

ッ
ク

総
合

改
善

事
業

・
住

宅
改

良
事

業
等

・
住

宅
・
建

築
物

安
全

ス
ト

ッ
ク

形
成

事
業

・
効

果
促

進
事

業
　

空
き

家
対

策
支

援
事

業
ほ

か

香
川

県
他

1
5
市

町
H

2
8

R
0
2

有
住

宅
課

【
資

料
１

３
参

照

1
3

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

香
川

県
に

お
け

る
住

宅
・
建

築
物

の
安

全
性

の
向

上
(第

2
期

)(
防

災
・
安

全
)

近
い

将
来

に
発

生
が

危
惧

さ
れ

て
い

る
南

海
ト

ラ
フ

地
震

に
備

え
る

た
め

、
公

営
住

宅
等

の
既

存
ス

ト
ッ

ク
の

改
善

や
既

存
不

適
格

建
築

物
及

び
民

間
住

宅
の

耐
震

化
、

狭
あ

い
道

路
の

解
消

等
を

行
い

、
安

全
で

安
心

な
ま

ち
づ

く
り

、
住

ま
い

づ
く
り

の
実

現
を

図
る

。

香
川

県
他

1
7
市

町
4
,0

5
8
 

・
公

営
住

宅
等

ス
ト

ッ
ク

総
合

改
善

事
業

・
公

営
住

宅
等

整
備

事
業

・
住

宅
地

区
改

良
事

業
等

・
住

宅
・
建

築
物

安
全

ス
ト

ッ
ク

形
成

事
業

・
狭

あ
い

道
路

整
備

等
促

進
事

業
・
効

果
促

進
事

業
　

民
間

住
宅

耐
震

対
策

支
援

事
業

ほ
か

香
川

県
他

1
7
市

町
H

2
8

R
0
2

有
住

宅
課

【
資

料
１

４
参

照

1
4

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

高
松

市
に

お
け

る
市

営
住

宅
等

の
住

環
境

整
備

(第
2
期

)

・
市

営
住

宅
の

約
4
分

の
3
の

住
戸

が
耐

用
年

数
の

半
分

を
経

過
し

ス
ト

ッ
ク

の
老

朽
化

・
陳

腐
化

が
進

む
中

、
ス

ト
ッ

ク
の

長
寿

命
化

を
図

る
た

め
、

早
期

修
繕

や
計

画
的

・
効

率
的

な
施

設
等

の
更

新
を

行
い

、
住

宅
困

窮
者

、
高

齢
者

、
身

体
障

が
い

者
、

子
育

て
世

帯
等

が
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
居

住
環

境
を

供
給

す
る

。
・
人

口
の

減
少

や
高

齢
化

等
に

伴
い

空
家

が
増

加
す

る
中

、
適

切
な

管
理

が
行

わ
れ

て
い

な
い

危
険

空
き

家
が

地
域

住
民

の
生

活
環

境
に

悪
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

に
は

、
空

き
家

等
対

策
を

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
推

進
す

る
必

要
が

あ
り

、
そ

の
方

策
と

し
て

危
険

空
き

家
の

除
却

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
地

域
住

民
の

生
活

環
境

の
向

上
を

図
る

。
・
中

心
市

街
地

活
性

化
基

本
計

画
エ

リ
ア

内
に

お
い

て
、

再
開

発
事

業
等

に
よ

り
都

市
機

能
の

更
新

、
魅

力
あ

る
都

市
空

間
や

住
環

境
等

の
整

備
を

、
地

元
ま

ち
づ

く
り

活
動

と
の

連
携

の
も

と
推

進
し

、
快

適
で

魅
力

あ
る

中
心

市
街

地
の

再
生

を
目

指
す

。

高
松

市
3
,2

2
9
 

・
高

松
市

大
工

町
・
磨

屋
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
・
常

葉
町

地
区

優
良

建
築

物
等

整
備

事
業

・
公

営
住

宅
等

ス
ト

ッ
ク

総
合

改
善

事
業

・
住

宅
地

区
改

良
事

業
等

・
地

域
住

宅
政

策
推

進
事

業
（
市

営
住

宅
除

却
工

事
、

住
生

活
基

本
計

画
（
仮

称
）
策

定
業

務
委

託
）

・
空

家
再

生
等

推
進

事
業

・
効

果
促

進
事

業
　

住
宅

地
区

改
良

事
業

等
（
市

営
住

宅
建

替
に

伴
う

仮
住

居
費

）

高
松

市
H

2
8

R
0
2

有
高

松
市

【
資

料
１

５
参

照

1
5

農
山

漁
村

地
域

整
備

計
画

香
川

の
森

林
を

守
り

育
て

活
か

す
プ

ラ
ン

・
荒

廃
森

林
の

復
旧

・
整

備
や

、
施

業
の

集
約

化
・
高

効
率

作
業

に
よ

る
森

林
所

有
者

の
負

担
の

少
な

い
林

業
生

産
活

動
を

と
お

し
た

森
林

の
適

正
管

理
に

よ
り

、
森

林
の

公
益

的
機

能
の

維
持

増
進

を
図

り
、

山
崩

れ
な

ど
の

山
地

災
害

か
ら

生
命

・
財

産
を

保
全

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
県

民
の

安
全

で
安

心
な

生
活

を
確

保
す

る
。

・
高

性
能

林
業

機
械

の
導

入
促

進
を

図
る

た
め

の
林

道
・
作

業
道

の
基

盤
整

備
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

木
材

の
素

材
生

産
の

効
率

化
を

図
る

仕
組

み
づ

く
り

を
進

め
、

県
産

材
の

よ
り

一
層

の
利

用
拡

大
に

よ
る

森
林

整
備

を
促

進
す

る
と

と
も

に
、

間
伐

材
を

計
画

的
・

安
定

的
に

生
産

す
る

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、
持

続
可

能
な

循
環

型
社

会
の

創
造

に
寄

与
し

、
森

林
の

有
す

る
多

面
的

機
能

の
持

続
的

発
揮

を
図

る
。

香
川

県
2
,4

0
0
 

治
山

事
業

 ・
谷

止
工

等
：
28

個
 ・

山
腹

工
：
1
箇

所
 ・

落
石

防
護

工
：
1
箇

所

森
林

整
備

事
業

 ・
林

道
開

設
：
4路

線
 ・

林
道

改
良

：
3路

線
 ・

点
検

診
断

・
保

全
整

備
：9

1
箇

所

県
内

一
円

H
2
7

R
0
1

有
み

ど
り

整
備

課
【
資

料
１

６
参

照

1
6

農
山

漁
村

地
域

整
備

計
画

さ
ぬ

き
の

土
と

水
と

農
村

づ
く
り

プ
ラ

ン
(Ⅱ

期
)

農
業

従
事

者
の

減
少

や
、

高
齢

化
、

さ
ら

に
は

厳
し

い
農

業
情

勢
の

中
、

農
家

の
生

産
意

欲
が

低
下

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
た

め
池

整
備

の
ほ

か
、

農
地

・
農

道
・
用

排
水

路
な

ど
の

生
産

基
盤

や
、

農
村

の
生

活
環

境
基

盤
の

整
備

を
総

合
的

に
実

施
す

る
こ

と
に

よ
り

、
農

業
経

営
の

安
定

と
地

域
の

活
性

化
を

推
進

す
る

。

香
川

県
5
,3

8
6
 

・
中

山
間

総
合

整
備

  
  
５

地
区

・
農

道
整

備
　

　
　

　
  
  
 １

地
区

・
農

業
集

落
排

水
　

  
  
 ６

地
区

・
海

岸
長

寿
命

化
計

画
策

定
  
 １

地
区

・
農

地
整

備
実

施
計

画
策

定
  
 １

１
地

区

県
内

一
円

H
2
7

R
0
1

有
農

村
整

備
課

【
資

料
１

７
参

照

1
7

農
山

漁
村

地
域

整
備

計
画

香
川

県
三

豊
海

域
に

お
け

る
水

域
環

境
保

全
と

水
産

資
源

の
持

続
・
増

大
の

た
め

の
漁

場
整

備
計

画

水
域

環
境

保
全

と
水

産
資

源
の

維
持

・
増

大
と

漁
業

の
生

産
性

向
上

の
た

め
の

基
盤

整
備

を
推

進
す

る
。

香
川

県
3
7
1
 

増
殖

場
整

備
　

　
整

備
面

積
  
  
 5

.1
h
a

・
粟

島
工

区
  
 1

.7
h
a

・
詫

間
工

区
  
 1

.7
h
a

・
仁

尾
工

区
  
 1

.7
h
a

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

一
式

県
内

一
円

H
2
4

R
0
1

無
水

産
課

【
資

料
１

８
参

照

社
会

資
本

総
合

整
備

計
画

等
　

　
　

審
議

対
象

　
　

1
7
計

画

64



■令和２年度　事後評価対象事業一覧表

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

1
道
路
課

1

社会資本総合整備計画

高速道路IC等へのアク
セス向上による地域活
性化支援

香川県 7,366 H28 R02 有

高速道路IC、鉄道新駅、工業団地
へのアクセス道路の整備を行い、
利用者の移動の利便性を図る。

・バイパス：3事業
・現道拡幅：1事業
・交差点改良：1事業

【一定の効果があった】
・事業の実施により、鉄道新
駅又は工業団地から周辺の
幹線道路までの所要時間が
25％短縮され、利用者の利
便性が向上した。
・事業区間の一部を暫定的に
供用できたことで、周辺道路
の渋滞が緩和され、交通安
全の向上にも寄与した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　81.1%

・一部、予算確保が十分でな
かったため進捗が遅れている
ものがある。

所要時間の短縮率
時間短縮率(%)=1-Σ(完成後の所要時間)／Σ
(現況の所要時間)

%

0

(0/45)
【分】

25

(11/45)
【分】

25

(11/45)
【分】

100%

【継続】
・引き続き、アクセス道路の整
備を行い、定時性の向上に努
める。
・早期の効果発現のため、重
点整備に努める。

【資料２参照】

2

社会資本総合整備計画

総合的な浸水対策の推
進(防災・安全)緊急対策

香川県 7,172 H28 R02 有

集中豪雨の多発や住宅化の進展
に伴う被害リスクの増大に対し、流
域が一体となって総合的な浸水対
策を実施することにより、水害に強
い県を作るとともに、安全安心な県
民生活の確保を図る。

・河川事業（河川改修）　10
河川
・河川事業（地震高潮対策
事業）　1河川
・ダム事業　3ダム
・道路事業　1事業（橋梁）

【十分な効果があった】

・浸水の恐れのある家屋数が
386戸減少した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　98.9%

事業実施河川ごとに既往最大浸水被害家屋数
が発生した出水と同程度の流出により、浸水の
恐れがある家屋の減少数

戸 0 386 386 100%

【継続】
・河川整備については、これ
までの浸水被害等を考慮し
て、再度災害防止対策に取り
組むとともに、事前防災対策
を実施する。
・計画目標通りの予算確保に
努める。

【資料３参照】

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全
される防災拠点数

箇所 0 4 4 100%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全
される重要路線の危険箇所数

箇所 0 1 1 100%

砂防関係施設の整備に伴い土砂災害から保全
される人家密集地等の人家数

戸 0 142 130 92%

4

社会資本総合整備計画

土砂災害防止法に基づ
く基礎調査の推進(防
災・安全)

香川県 100 H28 R02 有

土砂災害防止法に基づく基礎調査
を実施し、土砂災害が発生するお
それのある区域等を明らかにする
ことで、県民の安心・安全な生活の
確保を図る。

急傾斜地：142箇所
土石流　 ：101箇所
地すべり ：   7箇所

【一定の効果があった】
施設整備完了等に伴う見直
し基礎調査の目標箇所数を
達成した。基礎調査結果をも
とに、区域の見直しを行う予
定。

【計画通り進捗】
・進捗率100%

施設整備完了等に伴う見直し基礎調査箇所数 箇所 0 200 250 125%

【継続】
・より詳細な地形図を用いた
新規箇所の抽出

【資料５参照】

5

社会資本総合整備計画

香川県沿岸地域におけ
る地震・津波に強い海岸
づくり(防災・安全)

香川県 5,923 H28 R02 有

南海トラフ巨大地震などの大規模
災害に備え、社会資本の事前防
災・減災対策や老朽化対策等を総
合的に実施し、地域の安全の確保
及び復興の広域拠点となるための
施設を守る。

・地震津波対策事業：18箇
所
・老朽化対策緊急事業：8
箇所
・浸食対策事業：1箇所

【一定の効果があった】

南海トラフ巨大地震による津
波及び、これまでに観測され
た最高潮位の高潮により浸
水する面積を209ha減少させ
たことにより津波や高潮に対
する安全度が向上した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　80.0%

・一部予算確保が十分でな
かったため進捗が遅れている
事業もあるが、概ね計画通り
進捗している。

南海トラフ巨大地震による津波及びこれまでに
観測された最高潮位の高潮により浸水する面積

ha 601 373 392 92%

【継続】
・地震津波対策については計
画通りの進捗を確保するとと
もに、老朽化対策について
は、施設が要求性能を満たさ
なくなる状態に至らないよう、
計画的かつ効率的に維持管
理に努める。
・予算確保に努め、事業の進
捗を図る。

【資料６参照】

6

社会資本総合整備計画

坂出市における防災・減
災対策の推進(防災・安
全)

坂出市 332 H28 R02 有

南海トラフ地震又はその他の大規
模地震が想定されている地域にお
ける津波等による背後地の浸水面
積の低減

・地震津波対策事業：1箇
所
・長寿命化計画作成：2港

【十分な効果があった】

南海トラフ巨大地震による津
波及び、これまでに観測され
た最高潮位の高潮により浸
水する面積を84ha減少させ
たことにより津波や高潮に対
する安全度が向上した。
・長寿命化計画を作成するこ
とで海岸保全施設の適切な
維持管理ができるようになっ
た。

【計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　100%

海岸堤防等の整備率の向上

（海岸堤防等の整備率）＝（地震津波における
整備により防護が完了した面積）/（整備地区に
おける前防護面積）

%

0

(0/84)
【ha】

100

(84/84)
【ha】

100

(84/84)
【ha】

100%

【継続】
・地震津波等対策を引き続き
実施し、浸水面積の低減を図
る。

【資料７参照】
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⑫ 定量的指標の現況値及び目標値 ⑬ 実現状況

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　94%

・予算確保が十分でなかった
ため進捗が遅れている事業も
あるが、概ね計画通り進捗し
ている。

【継続】
・県内に土砂災害の危険箇所
は6,972箇所あり、全ての箇所
を整備するには膨大な費用と
期間を要するが、今後も重要
度や緊急度から総合的に判
断し、地元の協力も得ながら
計画的に整備を進めていく。
・計画目標通りの予算確保に
努める。

【資料４参照】

3
港
湾
課

H28 R02 有

人名と財産を守るための砂防施設
等の整備(安心・安全の向上)

・砂防事業　41箇所
・急傾斜地崩壊対策事業
1箇所
・総合流域防災事業

【一定の効果があった】

・砂防設備や急傾斜地崩壊
防止施設の整備を行ったこと
により、土砂災害から保全さ
れる人家が130戸、防災拠点
施設が4箇所、重要路線が1
箇所増加した。
・長寿命化計画において砂防
関係施設の定期点検を行
い、計画的かつ効率的な維
持管理を図った。

2

河
川
砂
防
課

3

社会資本総合整備計画

総合的な土砂災害対策
の推進（防災・安全）(重
点)

香川県 4,520

65
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4

都
市
計
画
課

7

社会資本総合整備計画

安全で安心な都市公園
づくり(防災・安全)

高松市 40 H30 R1 無

都市公園の防災対策の実施などに
より、安全で安心な都市公園づくり
の推進を図る。

玉藻公園における防災対
策：２箇所

【十分な効果があった】

玉藻公園における建築基準
法に適合しない囲障の改修
により、地震災害に備えた安
全で安心な公園づくりを推進
できた。

【計画通り進捗し完了した】

防災対策が必要な公園施設数 箇所 0 2 2 100%

【完了】

【資料８参照】

8

社会資本総合整備計画

瀬戸内海の水環境を保
全する安全・安心な地域

づくり

香川県
他13市町

4,483 H27 R1 無

・生活環境の改善や、公衆衛生を
向上させることにより、地域の安
全・安心を創出するとともに、瀬戸
内海をはじめとした公共用水域の
水環境を保全する。

・汚水管渠の新設
・処理場の新設および設備
の増設
・下水道整備計画策定　な
ど

【十分な効果があった】
・下水道汚水管渠の新設およ
び処理場の新設、設備の増
設の実施により、下水道処理
人口普及率が向上し、計画
目標をほぼ達成できている。
　下水道処理人口普及率の
向上により、生活環境の改善
や公衆衛生を向上するととも
に、公共用水域の水環境を
保全が図られた。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率
　　99.6%

下水道処理人口普及率

下水道を利用できる人口／総人口
%

43.8

(438,389
/1,001,93

3)
【人】

46.0

(447,000
/

971,000)

（R1年度
末）

45.8

（447,287
/

976,506）

（R1年度
末）

100%

【完了】
・下水道の面整備および処理
場施設の増設については、公
共用水域の水質保全と生活
環境の改善を図るために、下
水道整備が必要な区域にお
いては、今後は重点計画「か
がわの下水道10年概成プロ
ジェクト」に基づいて、着実に
事業を実施していく。

H30年度からは一
部の処理区を除
き社会資本整備
計画「かがわの下
水道10年概成プ
ロジェクト」に移行
し、実施する。
（H30-R4）
平成29年度から
丸亀市は社会資
本整備計画「丸亀
市においける浄化
センター再構築に
よる安全・安心な
下水道づｌくり」に
移行し、実施す
る。
（H28～R2)

【資料９参照】

下水道総合地震対策計画で位置づけた重要な
幹線管渠等の耐震化率

最低限の耐震性が確保できた延長(km)／下水
道総合地震対策計画で位置づけた重要な幹線
管渠の延長(km)

%

0

(0/18)
【km】

100

(18/18)
【km】

100

(18/18)
【km】

100%

処理場の重要施設(管理棟)の耐震化率

最低限の耐震性が確保できた施設数(施設)／
耐震化が必要な重要施設(施設)

%

0

(0/1)
【施設】

100

(1/1)
【施設】

100

(1/1)
【施設】

100%

丸亀市浄化センターの再構築による整備率

再構築により整備が図れた施設数(建設）／再
構築により整備が必要な施設数(施設)

%

0

(0/47)
【施設】

21

(10/47)
【施設】

17

(8/47)
【施設】

81%

下水道処理人口普及率

下水道を利用できる人口(人)／総人口(人)
%

44

(50,385/
113,586)

【人】

46

(49,231/
107,300)

【人】

45

(49,039/
109,165)

【人】

50%

汚水処理人口普及率40.0％（平成24年度末現
在）を56.0％（平成31年度末）に向上させる。

％

40.0
(11,559/
28,914)
【人】

56.0
(15,290/
27,286)
【人】

64.7
(18,084/
27,939)
【人】

154%

米の一等米比率を13.0％（平成24年度）から
20.0％（平成31年度）に向上させる。

％ 13.0 20.0 11.9 -16%

出生数197人/年（平成24年度）を220人/年（平
成31年度）に向上させる。

人 197 220 179 -78%

5

下
水
道
課

9

社会資本総合整備計画

南海トラフ巨大地震に備
えた下水道施設の地震
対策の推進

香川県

【十分な効果があった】
総合地震計画に位置づけし
た、幹線管渠および処理場
の管理棟の耐震化工事の実
施により、安全性の確保がで
きた。

【計画通り進捗】
・進捗率（事業費ベース）
　　100%

【完了】
・下水道総合地震対策計画に
位置付けた中讃流域下水道
の重要な管渠および重要施
設の耐震化については、本計
画にて完了。

・今後の下水道総
合地震計画に基
づく耐震対策につ
いては、「地域の
暮らしを守る安
全・安心な下水道
づくり（防災・安
全）」にて、事業を
継続する。

【資料１０参照】

10

社会資本総合整備計画

丸亀市における浄化セ
ンター再構築による安全
安心な下水道づくり

丸亀市 8,038 H28 R02

230 H28 R02 無

南海トラフ巨大地震などの大災害
に備え、被害時においても、最低限
の機能確保ができるよう地震対策
を実施し、住民及び公衆衛生の安
全安心な地域づくりを実現する。

・管渠の耐震化の実施
・流域下水道の２処理場の
管理棟耐震化の実施

【資料１１参照】

11

地域再生計画

豊かな水環境とともに創
る住み良いまちづくり

三木町 6,103 H26 R01 無

　三木町は、豊かな自然と流通の
利便性を活かした第１次産業が基
幹産業であり、水稲のほか特産品
であるイチゴなど多彩な農産物が
生産されている。しかし、本町の汚
水処理施設整備は著しく立ち遅れ
ており、産業と生活を支えてきた河
川等の水質悪化が懸念されてい
る。このため、汚水処理施設の整
備による生活環境の向上及び豊か
な自然環境の保全は町の最重要
課題であり、併せて農業の持続的
発展、安心して子育てできる環境
整備を推進することにより、町全体
の総合的な再生を図り、豊かな水
環境とともに創る住み良いまちづく
りを目指す。

・公共下水道事業（汚水処
理施設）：1施設
・公共下水道事業（管路施
設）：10,200ｍ
・農業集落排水事業（管路
施設）：18,857ｍ

有

丸亀市浄化センターの再構築によ
り下水道施設の安定を図り、地域
の安全・安心を創出するとともに、
瀬戸内海をはじめとした公共用水
域の水環境を保全する。

・浄化センター再構築事
業：基本設計、用地取得、
実施設計、再構築工事
・管渠新設：5.3km

【一定の効果があった】

・再構築により整備が必要な
47施設のうち、8施設を整備
し、施設の安定化が図れた。
・管渠新設5.3㎞のうち、3.7㎞
を敷設し、供用開始面積が
24.5ha増加したことによって、
公共用水域の水質保全に寄
与した。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　95.9%
・施工区域に廃棄されていた
産業廃棄物の処分に期間を
要したが、概ね計画通り進捗
している。

【継続】
・再構築事業について引き続
き実施し、施設の安定化を図
る。
・管渠の新設を引き続き実施
し、未普及解消に努める。
・計画目標通りの予算確保に
努める。

【一定の効果があった】

効率的かつ一体的に汚水処
理施設の整備を展開し、併せ
て合併浄化槽設置の推進を
行ったことで、目標値を達成
することができた。
また汚水処理施設の整備に
よる生活環境の向上により、
近年の人口減少の加速等に
よって出生数の増加や一等
米比率の向上は達成できな
かったものの、グリーン・ツー
リズム推進事業の取り組み
による体験型参加者の増加
がみられた。

【概ね計画通り進捗】

・公共下水道事業（汚水処理
施設）：1施設【進捗率100％】
・公共下水道事業（管路施
設）：9,289ｍ【進捗率91.1％】
・農業集落排水事業（管路施
設）17,961ｍ【進捗率95.2％】

管路施設については、地元協
議の結果、一部廃路線にする
などしたことにより延長が減と
なった。

【完了】
公共下水道事業において、引
き続き事業計画を拡大し、管
路施設の整備を進めていく。

公共下水道事業
については、平成
31年度から香川
県社会資本総合
整備計画「かがわ
の下水道整備10
年概成プロジェク
ト（重点計画）」に
移行

【資料１２参照】
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■令和２年度　事後評価対象事業一覧表

単位
当初

現況値
最終

目標値
達成値 達成率

④
着手
年度

⑤
完了
年度

⑥
継続
計画

⑦ 計画の目標 ⑧ 事業概要 ⑨ 事業効果の発現状況項目 所属 No.
① 事業名

（計画の名称）

②
事業
主体

③ 全体
事業費

（百万円）
⑭ 今後の方針 備考

⑩ 要素事業の進捗状況 ⑪ 定量的指標

⑫ 定量的指標の現況値及び目標値 ⑬ 実現状況

長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック
改善」を行う棟の事業進捗率の向上

長寿命型ストック改善を行った棟数／長寿命化
計画に記載された実施予定の棟数

%
0

(0/0)
【棟】

100
(128/128

)
【棟】

96
(123/128

)
【棟】

96%

全市町のうち、老朽危険空き家の実態把握調査
を実施した市町の割合

実態把握調査を行った市町の数／全市町の数

%
35

(6/16)
【市町】

80
(13/16)
【市町】

93
(15/16)
【市町】

129%

長寿命化計画に記載された「長寿命型ストック
改善」を行う棟の事業進捗率の向上

長寿命型ストック改善を行った棟数／長寿命化
計画に記載された実施予定の棟数

%
0

(0/0)
【棟】

100
(150/150

)
【棟】

98
(147/150

)
【棟】

98%

耐震性が不足している恐れのある住宅に対する
ポステイング等の広報活動を実施した割合等の
増

ポスティング等を実施した戸数／耐震性が不足
している恐れのある住宅（約10万戸)

%
0

(0/0)
【戸】

50
(50,000/
100,000)

【戸】

49
(49,461/
100,000)

【戸】

98%

特定既存耐震不適格建築物のうち多数の者が
利用する建築物の耐震化率

耐震性の確保された建築物の棟数／多数の者
が利用する建築物の総棟数

%

88
(2,014/
2,290)
【棟】

95
(2,175/
2,290)
【棟】

93
(2,165/
2,343)
【棟】

71%

老朽化ストックの計画的改善の進捗率向上（長
寿命化計画の進捗率）

長寿命化型ストック改善を行った棟数／長寿命
化計画に記載された実施予定の棟数

%
0

(0/0)
【棟】

100
(13/13)
【棟】

100%
(13/13)
【棟】

100%

危険空き家率の減少

危険度の高い空家／空家総数
‰

159
（935/58

68）
【戸】

147
（1045/7

094）
【戸】

109
（900/82

89）
【戸】

417%

山地災害防止機能が確保された集落数 集落 1027 1042 1,041 93%

搬出利用される県産木材の年間材積
（年間平均材積）

ｍ3 3500 4700 4,470 81%

6
住
宅
課

12

社会資本総合整備計画

香川県における安全・安
心・快適な住まいづくり、
まちづくりの実現(第2期)

香川県
他15市町

3,815

13

社会資本総合整備計画

香川県における住宅・建
築物の安全性の向上(第
2期)(防災・安全)

香川県
他17市町

4,058 H28 R02 有

H28 R02 有

R02

近い将来に発生が危惧されている
南海トラフ地震に備えるため、公営
住宅等の既存ストックの改善や既
存不適格建築物及び民間住宅の
耐震化、狭あい道路の解消等を行
い、安全で安心なまちづくり、住ま
いづくりの実現を図る。

・公営住宅等ストック総合
改善事業
・公営住宅等整備事業
・住宅地区改良事業等
・住宅・建築物安全ストック
形成事業
・狭あい道路整備等促進
事業
・効果促進事業
　民間住宅耐震対策支援
事業ほか

【一定の効果があった】
公営住宅の耐震改修や外壁
改修については、概ね目標
通りの棟数を実施することが
でき、入居者の安全確保がで
きた。
民間住宅の耐震性確保につ
いては、戸別訪問や耐震相
談会の開催等の周知啓発に
取り組み、一定の成果を上げ
ることができた。
公共・民間建築物の耐震性
確保については、戸別訪問
等の周知啓発に取り組み、
耐震化率の向上を図ることが
できた。

【概ね計画通り進捗】
・進捗率（事業費ベース）
　　94.7%

・一部、予算確保が十分でな
かったため進捗が遅れている
ところもあるが、ほぼ計画通り
進捗している。

【継続】
・民間住宅及び建築物の耐震
化を促進させるための普及啓
発に努める。
・事後評価の結果を踏まえて
次期計画を作成し、また、予
算確保に努めて事業の進捗
を図る。

【資料１４参照】

【概ね計画通り進捗】
・進捗率（事業費ベース）
　　97.2%

・一部、コロナウイルスの影響
により進捗が遅れているところ
もあるが、ほぼ計画通り進捗
している。

【継続】
・公営住宅ストックの長寿命化
及び住環境の向上に努めると
ともに、空き家対策についても
市町と連携して取り組みを進
める。
・事後評価の結果を踏まえて
次期計画を作成し、また、予
算確保に努めて事業の進捗
を図る。

【資料１３参照】

人口が減少に転じ、高齢化率、空
き家率ともに全国平均を大きく上
回っている状況にある中、地域の
防災、衛生、景観等への悪影響を
未然に防ぐため、空き家の有効活
用や老朽化して危険な空き家の除
却をはじめとした空き家対策を促進
することにより住環境の向上を図
る。また、公営住宅等の既存ストッ
クの改修による居住性及びバリア
フリー性の向上、更には、予防保全
的な維持管理を推進することによ
り、ストックの長寿命化を図る。

・公営住宅等ストック総合
改善事業
・住宅改良事業等
・住宅・建築物安全ストック
形成事業
・効果促進事業
　空き家対策支援事業ほ
か

【十分な効果があった】
公営住宅の外壁改修や設備
改修により、順調に長寿命化
を進めることができた。また、
バリアフリー化や給湯機器等
の改修についても順調に進
められ、居住環境を向上させ
ることができた。
市町に空き家対策を促し、16
市町で空き家の実態調査を
実施することができた。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　97％

・予算確保が十分でなかった
ため進捗が遅れている事業も
あるが、概ね計画通り進捗し
ている。

【継続】
・今後とも、費用対効果や事
業実施の優先度、事業効果
の発現状況等を総合的に判
断し、関係市町等との連携を
図りながら、次期計画の着実
な進捗に努める。

【資料１６参照】

【資料１５参照】

7

み
ど
り
整
備
課

15

農山漁村地域整備計画

香川の森林を守り育て
活かすプラン

香川県 2,400 H27 R01 有

有

・市営住宅の約4分の3の住戸が耐
用年数の半分を経過しストックの老
朽化・陳腐化が進む中、ストックの
長寿命化を図るため、早期修繕や
計画的・効率的な施設等の更新を
行い、住宅困窮者、高齢者、身体
障がい者、子育て世帯等が安心し
て暮らせる居住環境を供給する。
・人口の減少や高齢化等に伴い空
家が増加する中、適切な管理が行
われていない危険空き家が地域住
民の生活環境に悪影響を及ぼさな
いようにするためには、空き家等対
策を総合的かつ計画的に推進する
必要があり、その方策として危険空
き家の除却を実施することで、地域
住民の生活環境の向上を図る。
・中心市街地活性化基本計画エリ
ア内において、再開発事業等により
都市機能の更新、魅力ある都市空
間や住環境等の整備を、地元まち
づくり活動との連携のもと推進し、
快適で魅力ある中心市街地の再生
を目指す。

・高松市大工町・磨屋町地
区第一種市街地再開発事
業
・常葉町地区優良建築物
等整備事業
・公営住宅等ストック総合
改善事業
・住宅地区改良事業等
・地域住宅政策推進事業
（市営住宅除却工事、住生
活基本計画（仮称）策定業
務委託）
・空家再生等推進事業
・効果促進事業
　住宅地区改良事業等（市
営住宅建替に伴う仮住居
費）

【十分な効果があった】
市営住宅長寿命化計画に基
づき、外壁改修工事を11棟、
内壁改修工事を2棟で実施
し、安心して暮らせる居住環
境を供給した。
空家再生等推進事業におい
ては、補助事業を通じて、老
朽化した危険空き家を160戸
以上除却する見込みであり、
地域住民の生活環境の向上
に大きく寄与した。
再開発事業は権利変換計画
認可を受け、解体工事に着
手し、事業を着実に進めるこ
とができた。
優良建築物等整備事業は実
施設計及び解体工事に着手
し、事業を着実に進めること
ができた。
効果促進事業においては、
市営住宅建替え工事中の仮
住居を供給することで、建替
え事業を円滑に行うことがで
きた。

【概ね計画通り進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　　96.3%

・一部、予算確保が十分でな
かったため進捗が遅れている
事業もあるが、概ね計画通り
進捗している。

【継続】
・市営住宅ストックの長寿命化
及び住環境の向上に努めると
ともに、計画遂行のため、十
分な予算の確保に努める。
・事後評価の結果を踏まえる
とともに、効率的に事業を進
めることができるよう次期計画
を策定する。

14

社会資本総合整備計画

高松市における市営住
宅等の住環境整備(第2

期)

高松市 3,229 H28

・荒廃森林の復旧・整備や、施業の
集約化・高効率作業による森林所
有者の負担の少ない林業生産活
動をとおした森林の適正管理によ
り、森林の公益的機能の維持増進
を図り、山崩れなどの山地災害か
ら生命・財産を保全することによっ
て、県民の安全で安心な生活を確
保する。

・高性能林業機械の導入促進を図
るための林道・作業道の基盤整備
を行うことにより、木材の素材生産
の効率化を図る仕組みづくりを進
め、県産材のより一層の利用拡大
による森林整備を促進するととも
に、間伐材を計画的・安定的に生
産する体制を構築することにより、
持続可能な循環型社会の創造に
寄与し、森林の有する多面的機能
の持続的発揮を図る。

治山事業
 ・谷止工等：28箇所
 ・山腹工：1箇所
 ・落石防護工：1箇所

森林整備事業
 ・林道開設：4路線
 ・林道改良：3路線
 ・点検診断・保全整備：91
箇所

【一定の効果があった】
・治山事業で谷止工等を設置
することにより、山地災害防
止機能等が確保され、山地
災害から保全される集落が
14集落増加した。

・林道開設事業などの基盤整
備を行うことにより、間伐など
の森林整備が行われ、県産
木材の搬出利用が970 増
加した。
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■令和２年度　事後評価対象事業一覧表
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⑫ 定量的指標の現況値及び目標値 ⑬ 実現状況

農業生産基盤整備により、生産性の向上を図る
農地面積

ha 0 239 120 50%

農産物輸送や通作などの効率化に向け整備す
る農道の路線数

路線 0 4 2 50%

老朽ため池の整備により災害の未然防止を図
る面積

ha 0 116 86 74%

集落排水施設等を整備し、生活環境の維持・改
善を図る集落数

集落 0 11 8 73%

9
水
産
課

17

農山漁村地域整備計画

香川県三豊海域におけ
る水域環境保全と水産
資源の持続・増大のた
めの漁場整備計画

香川県 371 H24 R1 無

水域環境保全と水産資源の維持・
増大と漁業の生産性向上のための
基盤整備を推進する。

増殖場整備
面積5.1ha
・粟島工区
1.7ha
・詫間工区
1.7ha
・仁尾工区
1.7ha

モニタリング調査一式

【一定の効果があった】
整備漁場において優先して
増殖していた藻類は、目標種
の大型藻類であるガラモでは
なく小型藻類のイギス及びミ
ルであったが、一定の水質浄
化機能を果たしていることが
確認された。
また、指標種であるメバル、
カサゴ、クロダイの他、キジ
ハタ、ウマヅラハギ等の有用
魚種の増殖を確認した。

【計画通り進捗】
・進捗率（整備面積ベース）
　　100%

藻礁や投石礁の設置するなどの漁場整備を行
い、漁獲量を　67t増加させる。

トン 0 67 44 66%

【完了】 水産業基本計画
に基づき、別計画
で藻場の整備を
継続して実施す
る。

【資料１８参照】

8

農
村
整
備
課

16

農山漁村地域整備計画

さぬきの土と水と農村づ
くりプラン(Ⅱ期)

香川県 5,386

【概ね計画どおり進捗】

・進捗率（事業費ベース）
　84%（4,536/5,386百万円）

・厳しい予算状況のなか、計
画どおりの予算確保ができ
ず、路線毎の完成が遅れたた
め、達成率が低くなっている
が、ほとんどの路線で事業着
手しており、概ね計画どおりに
進捗している。

【継続】
・地域住民からの要望である
農地の生産性の向上や、災
害の未然防止、生活環境維
持・改善を図るため、事業の
早期効果発現がなされるよ
う、効率的な執行を行う。

R2年度からは、
「さぬきの土と水と
農村づくりプラン
（Ⅲ期）」に移行
し、実施する。

【資料１７参照】

H27 R01 有

農業従事者の減少や、高齢化、さ
らには厳しい農業情勢の中、農家
の生産意欲が低下していることか
ら、ため池整備のほか、農地・農
道・用排水路などの生産基盤や、
農村の生活環境基盤の整備を総
合的に実施することにより、農業経
営の安定と地域の活性化を推進す
る。

・中山間総合整備５地区
・農道整備　　　　 １地区
・農業集落排水　 ６地区
・海岸長寿命化計画策定
　　　　　　　　　 　　１地区
・農地整備実施計画策定
　　　　　　　　　　　１１地区

【一定の効果があった】

・事業の実施により、農地の
生産性の向上や、ため池下
流の農地や宅地等の災害の
未然防止が図られた。
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令和２年度 事業評価 【新規事業採択時評価】 対象事業位置図

○数字は評価対象番号

①

①事業間連携砂防事業 塚原川

この地図は国土交通省四国地方整備局の承認を得て、デジタル道路地図データベースを編集作成したものである

②

②事業間連携砂防事業 枇杷の木谷川

③

④

③事業間連携砂防事業 西川

④事業間連携砂防事業 宮の尾川

⑤観音寺スマートインターチェンジ(仮称)アクセス道路整備事業

⑤
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令和２年度　事業評価 【新規事業採択時評価】 対象事業総括表

令和2年12月現在

1 事業間連携砂防事業 塚原川 香川県
さぬき市
長尾西

2021年
（R3）

2022年
（R４）

200

　本渓流は、保全対象として県道
志度山川線（第3次緊急輸送路）
130m、要配慮者利用施設及び人
家12戸を含む土石流危険渓流で
ある。流域には多量の土砂が堆積
しており、将来の大雨により土石
流が発生する危険性が高まってい
る状況にあり、土砂災害が発生す
れば、下流に甚大な被害が発生
する可能性がある。このことから
早期の土砂災害対策が必要であ
る。

実施
河川砂防課

【資料２０参照】

2 事業間連携砂防事業
枇杷の木

谷川
香川県

高松市塩
江町

2021年
（R3）

2025年
（R7）

420

　本渓流は、保全対象として国道
193線（第1次緊急輸送路）80m及
び人家20戸を含む土石流危険渓
流である。流域には多量の土砂が
堆積しており、将来の大雨により
土石流が発生する危険性が高
まっている状況にあり、土砂災害
が発生すれば、下流に甚大な被
害が発生する可能性がある。この
ことから早期の土砂災害対策が必
要である。

実施
河川砂防課

【資料２１参照】

3 事業間連携砂防事業 西川 香川県
善通寺市
大麻町

2021年
（R3）

2024年
（R6）

320

　本渓流は、保全対象として県道
岡田善通寺線360m、要配慮者利
用施設及び人家20戸を含む土石
流危険渓流である。流域には多量
の土砂が堆積しており、将来の大
雨により土石流が発生する危険性
が高まっている状況にあり、土砂
災害が発生すれば、下流に甚大
な被害が発生する可能性がある。
このことから早期の土砂災害対策
が必要である。

実施
河川砂防課

【資料２２参照】

4 事業間連携砂防事業 宮の尾川 香川県
三豊市三

野町
2021年
（R3）

2025年
（R7）

360

　本渓流は、保全対象として県道
丸亀詫間豊浜線（第2次緊急輸送
路）260m、JR予讃線280m及び人
家24戸を含む土石流危険渓流で
ある。流域には多量の土砂が堆積
しており、将来の大雨により土石
流が発生する危険性が高まってい
る状況にあり、土砂災害が発生す
れば、下流に甚大な被害が発生
する可能性がある。このことから
早期の土砂災害対策が必要であ
る。

実施
河川砂防課

【資料２３参照】

5
観音寺スマートインターチェ
ンジ（仮称）アクセス道路整
備事業

市道駅池
連絡１号
線外１線

観音寺市 観音寺市
2021年
（R3）

2025年
（R7）

540

利便性向上や緊急医療、防災の
観点から観音寺スマートＩＣ（仮称）
が設置される。SIC本体はNEXCO
西日本が整備を行うが、SIC本体
へのアクセス道路の整備は地方
自治体が行うこととなっている。そ
のため、ＳＩＣ本体と既設市道を結
ぶ１次アクセス道路の新設整備が
必要である。

実施
観音寺市

【資料２４参照】

審議対象　5事業

事業完了
予定年度

総事業費
（百万円）

事業の必要性等
対応方針

（案）
摘要 備考

評価
対象
番号

事　業　名 道路･河川名等事業主体 工事箇所 着手年度

70


